
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  海外勤務者の不動産所得                  

Ｑ：２年間の海外勤務を会社から命じられ

ました。私には、不動産所得がありますが、

どのようにしたらいいのでしょうか？                            

                                              

Ａ：次のような取扱いになります。 

【解説】 

所得税では、国内に住所を有せず又は現在

まで引き続いて１年以上居所を有しない個人

を非居住者として取り扱います。 

非居住者は、「国内源泉所得」について所

得税が課せられ、国外における所得について

は課税されないこととなっています。 

お尋ねは、２年間の海外勤務をされるとい

うことですから、非居住者に該当することに

なり、国外の所得については課税の対象にな

りませんが、国内に不動産所得があるという

ことでしたら、その所得については所得税が

課せられることになりますので、確定申告を

しなければならないこととなります。 

この場合、年の中途で非居住者になる場合

にはその年１月１日からその出国の時までの

間における総所得金額、退職所得金額及び山

林所得金額について、その出国の時までに確

定申告をしなければならないこととなってい

ますので、出国までの不動産所得についてま

ず確定申告をし、出国後に生じた不動産所得

については、出国時にした確定申告とその年

の給与所得を合算して再度確定申告をするこ

とになります。 

なお、出国年の翌年以後は、納税管理人を

定めて確定申告を行っていくことになります。 
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